
①申請書を提出 ②受取り

・メール、ＦＡＸにてお申し込み ・産業政策課へグッズの受取りにお越しください。
　ください（お電話でも承ります）。 ・県外イベント等でもご使用いただけます！

③イベントや講習会等で使用 ④返却

・グッズで会場を華やかに！ ・産業政策課へ直接ご返却ください。
・シンボルマークで金沢の食文化をＰＲ ・汚れた場合は、クリーニングをお願いします！
　しましょう！ ・万が一、破損等が生じた場合は、速やかに

 ご連絡ください！
 ※修理費用をいただく場合があります。

※申込み・受取り・返却はこちらまで↓↓

＜貸出しの流れ＞

お申し込みは簡単！
食のイベント等で

ご活用ください！市外・県外でも

使えます！
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<<貸出の申込み・問い合わせ先>>

金沢市経済局産業政策課

〒920-8577

金沢市広坂１丁目１番１号

TEL:076-220-2204

FAX:076-260-7191

MAIL:sansei@city.kanazawa.lg.jp


